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令和８年第１回平川市議会臨時会会議録（第１号） 

 

○議事日程（第１号）令和８年２月20日（金） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

第４ 平川市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

第５ 議案上程及び提案理由説明 

第６ 議案第 １ 号 平川市副市長の選任について 

議案第 ２ 号 平川市教育委員会委員の任命について 

議案第 ３ 号 平川市監査委員の選任について 

第７ 報告第 １ 号 専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについて 

・専決第 13 号 令和７年度平川市一般会計補正予算（第４号） 

・専決第 14 号 令和７年度平川市水道事業会計補正予算（第３号） 

・専決第 １ 号 令和７年度平川市一般会計補正予算（第５号） 

・専決第 ２ 号 令和７年度平川市一般会計補正予算（第６号） 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

○出席議員（14名） 

 １番 水 木 悟 志 

 ２番 葛 西 厚 平 

 ３番 小 野   誠 

 ４番 北 山 弘 光 

５番 葛 西 勇 人 

 ６番 山 谷 洋 朗 

７番 中 畑 一二美 

 ８番 石 田 昭 弘  

９番 石 田 隆 芳 

 10番 工 藤 秀 一 

 11番 福 士   稔 

 12番 佐 藤   保 

 15番 齋 藤   剛  

 16番 齋 藤 律 子 

 

○欠席議員（２名） 

  13番 原 田   淳 

 14番 桑 田 公 憲 
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○地方自治法第121条による出席者 

 市 長      工 藤 貴 弘 

 副 市 長      古 川 洋 文 

 教 育 長      須々田 孝 聖 

 選挙管理委員会委員長   大 川 武 憲 

 農業委員会会長      今 井 龍 美 

 代表監査委員      鳴 海 和 正 

 総 務 部 長      對 馬 一 俊 

 財 政 部 長      一 戸 昭 彦 

 市民生活部長      小 野 生 子 

 健康福祉部長      佐 藤   崇 

 経 済 部 長      田 中   純 

 建 設 部 長      中 江 貴 之 

 教育委員会事務局長    工 藤 伸 吾 

 平川診療所事務長     齋 藤 恒 一 

 会 計 管 理 者      古 川 聡 子 

 農業委員会事務局長    中 畑 高 稔 

 選挙管理委員会事務局長  齋 藤 篤 也 

 監査委員事務局長     長 濱 貴 弘 

 

○出席事務局職員 

 事 務 局 長      今 井 匡 己 

 総務議事係長      柴 田 真 紀 

 主     査      廣 瀬 陽 史  
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午前10時00分 開会及び開議 

 

〇議長（石田隆芳議員） 皆さん、おはようございます。 

暑い方は、上着を脱いでも結構でございます。会議に入る前に、議場内の議員、理事

者並びに傍聴者の皆様に申し上げます。傍聴席では、議事進行の妨げにならないように

静粛にお願いします。本臨時会の開会中、報道関係者及び議会広報のため、議場内にお

いて撮影をすることを、また、議場内での体調管理のための水分補給を許可しておりま

すので、御了承願います。 

13番、原田 淳議員及び14番、桑田公憲議員より、本日の会議を欠席する旨の届出が

ありました。 

 市長より、平川診療所事務長が、本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。 

本日の出席議員は14名で、定足数に達しております。 

ただいまから、令和８年第１回平川市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開き

ます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、１番、水木悟志議員及

び２番、葛西厚平議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

去る２月17日、議会運営委員会を開催し、会期について協議したところ、配付した会

期日程表（案）のとおり決定されました。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。 

市長より議案第１号から議案第３号及び報告第１号の計４件が提出されました。 

タブレットに掲載しておりますので、御精読願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

日程第４、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてを議題とします。 

本件につきましては、選挙管理委員会委員及び補充員の任期満了に伴い、地方自治法

第182条の規定により、委員及び補充員をそれぞれ４人選挙するものであります。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選にしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。 

次に、お諮りします。 



- 4 - 

 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

書記に指名推選名簿案を配付させます。 

（書記指名推選名簿案配付） 

〇議長（石田隆芳議員） 暫時休憩します。 

 

午前10時06分 休憩 

午前10時09分 再開 

 

〇議長（石田隆芳議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

まず初めに、平川市選挙管理委員会委員を指名いたします。 

お手元に配付した名簿のとおり、大川武憲氏、三浦光春氏、工藤裕子氏、福士 孝氏、

以上の４名を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま指名しました４名の方々を、平川市選挙管理委員会委員の当選人と決定する

ことに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました４名の方々が、平川市選挙管理委員会委員に当選され

ました。 

 次に、平川市選挙管理委員会委員補充員を指名いたします。 

 お手元に配付した名簿のとおり、第１順位、丸山 惠氏、第２順位、佐藤龍海氏、第

３順位、富谷武久氏、第４順位、樋口嘉清氏、以上の４名を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました４名の方々を、平川市選挙管理委員会委員補充員の当選人とし

て決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました４名の方々が、平川市選挙管理委員会委員補充員に当

選されました。 

 日程第５、議案上程及び提案理由説明に入ります。 

議案第１号平川市副市長の選任についてから議案第３号平川市監査委員の選任につい

て及び報告第１号専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについての計４件を

一括議題とし、市長より提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。 

 （市長登壇） 

〇市長（工藤貴弘） 本日ここに、令和８年第１回平川市議会臨時会を招集いたしまし
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たところ、議員の皆様方にはお忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 また、日頃より皆様方には市政運営に当たり、多大なる御指導、御協力を頂いており

ますことに改めて感謝を申し上げます。 

 昨年12月21日に、市民の皆様の負託を受け、私は平川市長に就任いたしました。これ

まで、市議会議員及び県議会議員として約10年の議員生活を経験し、市政・県政の前線

で市民の皆様や地域の皆様の声に耳を傾けてまいりました。 

 その中で10年後、20年後も選ばれる平川市であり続けるためには、人口減少、少子高

齢化といった山積する諸課題に、全力で取り組む必要があります。 

 私自身、積極果敢に平川市の未来を切り開いてまいりますので、皆様方からも、時に

は厳しい御批判も含めて、平川市発展の糧となる御指導を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

 それでは、上程いたしました各議案の概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供した

いと存じます。 

 議案第１号平川市副市長の選任については、古川洋文平川市副市長が令和８年２月20

日をもって退職することから、後任の副市長の選任について議会の同意を求めるもので

あります。氏名、對馬謙二。住所、生年月日、略歴は議案記載のとおりでございます。 

 議案第２号平川市教育委員会委員の任命については、平川市教育委員会委員の葛西万

博氏の任期が令和８年２月25日をもって満了となりますので、後任の委員の任命につい

て議会の同意を求めるものであります。氏名、須々田敏文。住所、生年月日、略歴は議

案記載のとおりでございます。 

 議案第３号平川市監査委員の選任については、平川市監査委員の鳴海和正氏の任期が

令和８年２月25日をもって満了となりますので、再任について議会の同意を求めるもの

であります。氏名、鳴海和正。住所、生年月日、略歴は議案記載のとおりでございます。 

 次に、報告事項について御説明申し上げます。 

 報告第１号専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについては、地方自治法

第179条第３項の規定により専決処分した事項について報告し、承認を求めるものであり

ます。 

 専決第13号令和７年度平川市一般会計補正予算（第４号）については、国による物価

高騰対策に係る事業費及び青森県灯油購入助成事業を実施するため、令和７年12月24日

付で専決処分したものであります。歳入歳出それぞれ５億6,208万5,000円を追加し、予

算総額を歳入歳出それぞれ227億5,044万2,000円としております。 

 歳入15款国庫出資金では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金４億3,284万円を

追加し、物価高対応子育て応援手当給付事業費8,142万6,000円を新規計上しました。 

 16款県支出金では、灯油購入助成事業費1,050万円を新規計上しました。 

 19款繰入金では、今回の補正における財源調整分として、財政調整基金繰入金3,743万

9,000円を追加しました。 

 次に歳出についてでありますが、３款民生費では、低所得世帯への支援として福祉灯

油購入費助成事業と食料品高騰対策臨時給付金事業を実施するため、１億1,641万9,000

円を新規計上し、子育て世帯への支援として物価高対応子育て応援手当を給付するため、
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１億2,166万6,000円を新規計上しました。 

 ４款衛生費では、令和８年１月から12月使用分までの１年間の水道基本料金減免等事

業を実施するため、水道事業会計補助金など合計３億2,400万円を追加いたしました。 

 専決第14号令和７年度平川市水道事業会計補正予算（第３号）については、水道基本

料金減免等事業の実施により、収益的収入及び支出のうち、営業収益を4,860万円減額し、

営業外収益に同額を追加するものとし、令和７年12月24日付で専決処分したものであり

ます。 

専決第１号令和７年度平川市一般会計補正予算（第５号）については、衆議院の解散

に伴う衆議院議員総選挙費について、令和８年１月19日付で専決処分したものでありま

す。歳入歳出それぞれ2,409万3,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ227億7,453

万5,000円としております。 

 専決第２号令和７年度平川市一般会計補正予算（第６号）については、今冬の大雪に

より道路等の除排雪費用が不足する見込みとなったため、令和８年２月３日付で専決処

分したものであります。歳入歳出それぞれ３億円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞ

れ230億7,453万5,000円としております。 

 以上、本日提出いたしました各議案の概要について御説明申し上げましたが、詳細に

つきましては、議事の進行に伴い御質問に応じ、本職をはじめ関係者からそれぞれ御説

明申し上げたいと思います。 

 議員の皆様には、慎重御審議の上、原案どおり御同意並びに御承認を賜りますようお

願い申し上げ、議案の説明を終わらせていただきます。 

 失礼いたしました。先ほど歳入15款国庫出資金ではと申し上げましたが、正しくは歳

入15款国庫支出金でありました。謹んでおわびの上訂正いたします。 

 （市長降壇） 

〇議長（石田隆芳議員） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

日程第６、人事案件に入ります。 

 議案第１号平川市副市長の選任について、議案第２号平川市教育委員会委員の任命に

ついて及び議案第３号平川市監査委員の選任についてを議題とします。 

 議案第１号から議案第３号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略

し、本日直ちに審議したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第３号は直ちに審議することに決定しました。 

 去る２月17日に開催された議会運営委員会において、議案第１号から議案第３号は人

事案件につき、質疑・討論を省略し、直ちに採決することと申合せされました。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 議案第１号から議案第３号について質疑・討論を省略するこ

とに御異議ありますので、まず、議案第１号平川市副市長の選任についてを議題としま

す。 
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これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 

16番、齋藤律子議員。 

〇16番（齋藤律子議員） 市長にお尋ねいたします。 

今回の副市長の人事は、みらい戦略室調整官という職員からの起用です。この提案の

理由、まずはお尋ねします。それから、外部からの人事は考えなかったのか。この２点

についてお尋ねをします。よろしくお願いします。 

〇議長（石田隆芳議員） 市長。 

〇市長（工藤貴弘議員） まず、外部人材の登用ということでございましたが、もちろ

ん外部も含めてですね、様々な角度から人材の検討をしてきておりました。 

ただし、私の中でですね、選挙戦において掲げてきました公約を実現するに当たり、

総合的に今回提案させていただいた對馬氏が適任であると判断し、今回の議案に提案さ

せていただきました。 

〇議長（石田隆芳議員） ほかに御質疑ありませんか。 

 ５番、葛西勇人議員。 

〇５番（葛西勇人議員） 議案第１号平川市副市長の選任についてです。 

先日、報道もなされまして市民の方から、いろんな角度で不安や心配の声を私は受け

取っております。 

改めまして市長の對馬さんを選出する理由、思い、狙い。その辺のところを教えてい

ただければと思います。 

〇議長（石田隆芳議員） 市長。 

〇市長（工藤貴弘議員） 様々な市民の方からの心配や不安ということでありますが、

具体的にそれが何であるかということをお話しいただいておりませんので、それについ

ては、私からは発言を控えさせていただきますが、それと同時にですね、私のほうには

昨日先般の新聞報道において、いろいろな方から適切な人事であったという評価も頂い

ておりますので、それについては御理解を頂きたいなと思っております。 

繰り返しになりますが、私はこのたび、對馬氏を副市長に提案させていただいたのは、

私が選挙戦において掲げさせていただいた公約を実施、実行できるということで適任で

あると判断しましたので、その点も改めて御理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（石田隆芳議員） 葛西勇人議員。 

〇５番（葛西勇人議員） もう少し具体的にどういった政策を実現するために、副市長、

對馬さんの力をお借りしたいのかとか、その辺のちょっと狙い、目的。その辺ちょっと

もう少し具体的におっしゃっていただければ助かります。よろしくお願いします。 

〇議長（石田隆芳議員） 市長。 

〇市長（工藤貴弘議員） 私は選挙戦において４つの大きな柱を掲げさせていただきま

した。 

そしてその一丁目一番地には、みらい戦略の推進ということを掲げております。 

對馬氏はみらい戦略室の調整官でありましたし、私が今後、10年後20年後、未来にお

いてもですね、平川市がこの津軽地域、青森県において、さん然と輝きを放ち続けるま

ちづくりということを推進したいと考えておりますので、そうした場合において。そし

てまた、様々な産業振興、特に農業について基幹産業でありますので、これをしっかり
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と基盤の強化、図っていく。そして再生産を、持続可能な農業を実現していくために。

そのほかにも様々公約掲げさせておりましたが、私の公約実行に当たり、その補佐をし

ていただく人物として適任であると判断し、今回提案させていただきましたので御理解

のほどをよろしくお願いいたします。 

〇議長（石田隆芳議員） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） これより討論を行います。 

 まず、原案に反対の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 次に、原案に賛成の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 議案第１号平川市副市長の選任について、採決します。 

議案第１号について同意することに御異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議がありますので、この採決は電子表決システムにより採

決します。 

 まず、参加ボタンを押してください。 

 議案第１号について同意することに、賛成の方は白、反対の方は青のボタンを押して

ください。 

 （電子表決） 

〇議長（石田隆芳議員） ボタンの押し忘れはございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） なしと認めます。 

 賛成多数です。 

 よって、議案第１号は同意することに決定しました。 

次に、議案第２号平川市教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

これより質疑を行います。御質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 まず、原案に反対の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 次に、原案に賛成の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 討論を終わります。 

議案第２号平川市教育委員会委員の任命について、採決します。 

議案第２号について同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は同意することに決定しました。 
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次の案件は、鳴海代表監査委員に関係のある案件となりますので、鳴海代表監査委員

の退場をお願いします。 

（鳴海和正代表監査委員退場） 

 議案第３号平川市監査委員の選任についてを議題とします。 

これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 まず、原案に反対の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 次に、原案に賛成の発言を許します。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 討論を終わります。 

議案第３号平川市監査委員の選任について、採決します。 

議案第３号について同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は同意することに決定しました。 

 鳴海代表監査委員の入場をお願いします。 

日程第７、報告案件に入ります。 

地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分され、同条第３項の規定により、議

会への報告並びに承認を要する案件を議題とします。 

報告第１号について、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し、本日

直ちに審議したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

よって、ただいまの報告第１号については、委員会付託を省略し、直ちに審議するこ

とに決定しました。 

報告第１号専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについてを議題とします。 

専決第13号令和７年度平川市一般会計補正予算（第４号）、専決第14号令和７年度平川

市水道事業会計補正予算（第３号）、専決第１号令和７年度平川市一般会計補正予算（第

５号）、専決第２号令和７年度平川市一般会計補正予算（第６号）の４件について、会議

規則第35条の規定により一括議題とします。 

これより質疑に入ります。 

質疑のある方は、専決番号を告げてから質疑を行ってください。 

御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 質疑を終わります。 

これより討論を行います。 
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討論のある方は、専決番号を告げてから討論を行ってください。 

討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 討論を終わります。 

報告第１号、専決第13号令和７年度平川市一般会計補正予算（第４号）、専決第14号令

和７年度平川市水道事業会計補正予算（第３号）、専決第１号令和７年度平川市一般会計

補正予算（第５号）、専決第２号令和７年度平川市一般会計補正予算（第６号）の４件に

ついて、一括採決します。 

 ただいまの専決４件は、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石田隆芳議員） 異議なしと認めます。 

よって、ただいまの専決４件は承認することに決定しました。 

 以上で、本臨時会に付議された案件は、全部終了しました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって、令和８年第１回平川市議会臨時会を閉会します。 

 

午前10時31分 閉議及び閉会 


